
第27号 2022.SEPT 発行/愛知県医療勤務環境改善支援センター
　　 （受託：公益社団法人 愛知県医師会）

　救急車による搬送件数が2021年に2,473台となり、地域医療体制確保加算の施設基準である2,000台を超えたので、こ
の加算を得るために、「医師の労働時間短縮計画」を東海北陸厚生局に提出しました。 6 月 1 日より620点の加算を算定し
ています。それ以外にも、当院では職員の働き方に資する様々な取り組みを行っています。

1 ．医師の働き方改革の推進 �
　2019年度より「勤務医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を毎年度作成し、タスクシフト/シェアを中心に病
院を挙げて医師の働き方改革に取り組んでいます。計画は半期に一度は達成度合いを％で判定し、そのうえで、多職種で下
半期の取り組み内容の修正や次年度の計画について検討、PDCAサイクルを活用して取り組んでいます。

2 ．宿日直許可の取得 �
　2020年当初は、新たな基準で医師の宿日直許可を取得した病院がまだそこまで多く無かった為、「許可の基準」や「申請
書類を作成する上での注意点」といった細かい情報を病院団体や他院から得ることも難しく、大変苦労しました。勤改セン
ターのアドバイザーのアドバイスもあり、2020年度に医師の宿日直許可を取得しました。続いて、2021年度には、薬剤師、
放射線技師、臨床検査技師の技術職についても宿日直許可を取得しました。

3 ．さらなる労働時間管理の適正化に向けて �
　さらなる労働時間管理の適正化に向けて、「医師時間外業務の定義について」を作成しました。まずは研修医に周知し徹
底を図っており、その後一般の医師にも広げていきたいと考えています。
   臨床研修病院である当院がA水準を取得するためには、臨床研修医の時間外労働も管理する必要があります。まずは研修
医の時間外労働を判定する基準を策定し、A水準以内へ誘導する取り組みを行いました。臨床研修管理委員会で承認され、
実施に至っています。今後は、研修医での取り組みを成功事例として、研修医以外の常勤医師へ拡大していきます。

4 ．医師の事務的業務改善に向けて �
　当院では、医師事務作業補助の資格を有する専門の部署を設け、外来診療における医師の事務作業のサポートを行ってい
ます。
　また、医師の指示のもと、診断書等の代行作成業務・診療に関するデータ整理・院内がん登録等の統計や調査等の業務を行っ
ており、これら実施状況を診療科毎にまとめ、新しく赴任された医師に医師事務作業補助者が当院で行っている業務内容を
説明させていただくことで「大変わかりやすい」と好評をいただいています。
　今後もより一層、安定的に質の高い医師事務作業補助業務を提供できる環境作りをしていきたいと思います。

5 ．医事課職員の業務改善に向けて �
　当院では、人型ロボット「Pepper」が入退院に関する手続
きや注意事項の説明について、患者さんならびにそのご家族へ
定型的な説明を行っており、看護師・医療事務職員の説明対応
時間や負担軽減を図っています。
　また、Pepperの身振り手振りに加え、Pepperのディスプ
レイにも写真や表などの画像を表示しながら説明させることで
患者さんに理解していただけるようにするとともに、感染症予
防対策の一環として接触感染および飛沫感染を回避（減少）さ
せることができました。

「医師の労働時間短縮計画」を提出しました‼
～地域医療体制確保加算を得るために～
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医師労働時間短縮計画の案（記載例）

計画期間
 令和 6 年 4 月　　日～令和　年　月末

対象医師
 　　科医師（　名（Ｂ：　名／Ｃ－ 1 ：　名））
 　　科医師（　名（連携Ｂ：　名／Ｃ－ 2 ：　名））

1 ．労働時間と組織管理（共通記載事項）

（ 1 ）労働時間数
 　　科医師（　名（Ｂ：　名／連携Ｂ：　名／Ｃ－ 1 ：　名／Ｃ－ 2 ：　名））

年間の時間外・休日労働時間数 年度実績 令和 6 年度
目標

計画期間終了
年度の目標

平均 時間　分 時間　分 時間　分
最長 時間　分 時間　分 時間　分
960時間超～1,860時間の人数・割合 人・　％ 人・　％ 人・　％
1,860時間超の人数・割合 人・　％ 人・　％ 人・　％

 　　科医師（　名（Ｂ：　名／連携Ｂ：　名／Ｃ－ 1 ：　名／Ｃ－ 2 ：　名））

年間の時間外・休日労働時間数 年度実績 令和 6 年度
目標

計画期間終了
年度の目標

平均 時間　分 時間　分 時間　分
最長 時間　分 時間　分 時間　分
960時間超～1,860時間の人数・割合 人・　％ 人・　％ 人・　％
1,860時間超の人数・割合 人・　％ 人・　％ 人・　％

（ 2 ）労務管理・健康管理
　【労働時間管理方法】
　年度の取組実績
※案策定時点の前年度
令和6年度の取組目標
計画期間中の取組目標

　【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】
　年度の取組実績
※案策定時点の前年度
令和 6 年度の取組目標
計画期間中の取組目標

　【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】
　年度の取組実績
※案策定時点の前年度
令和 6 年度の取組目標
計画期間中の取組目標

　【労使の話し合い、36協定の締結】
　年度の取組実績
※案策定時点の前年度
令和 6 年度の取組目標
計画期間中の取組目標

前年度実績は、過去 1 年分を記載
※ 可能であれば、36協定期間に合わせて記載

◇ 出勤簿による自己申告
◇ ICカード、生体認証、ビーコン等を用いた客観的な労働時間管理方

法導入
◇ 時間外労働時間の申請手続きの明確化・周知
◇ 医師の自己申告等により副業・兼業先の労働時間を把握する仕組み

構築

◇ 宿日直許可申請について検討
◇ 診療科ごとの勤務実態を踏まえて、必要に応じて宿日直許可を取得

し、「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・
日直」とを区別した管理の実施

◇ 宿直・日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画の作成

◇ 自己研鑽のルールを定める
◇ 事業場における労働時間の該当性を明確にするための手続きを周知

し、環境整備

◇ 協議の場として、労働時間等設定改善委員会を月 1 回開催
◇ 労働者の過半数で組織する労働組合と協議・締結し、届け出た36

協定を医局内に掲示
◇ 36協定を 1 年に 1 回、実態に即して見直しを実施
◇ 36協定を超えた時間外労働の発生が見込まれた場合には業務内容

や協定内容の見直しを検討
◇ 医師（特に連携B・B・C水準適用医師）から意見をくみ取る仕組

みの構築

※ 区分をさらに細かく区分けする等、医師の年間
の時間外・休日労働時間数を適切に把握するた
めの工夫が望ましい

※ 医師の自己申告等により把握した副業・兼業先
の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数
であることに留意

※ Ｃ－ 1 水準の研修プログラム/カリキュラム内の
当該医療機関における研修期間中の時間外・休
日労働時間を年単位に換算して年間の時間外・
休日労働時間数を算出

以下の全ての項目について、①案策定時点の前年
度実績、②当年度目標及び③計画終了年度の目標
を記載

　評価の基となる医師労働時間短縮計画の詳細は、厚生労働省が作成した「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に記載
されています。
　概要としては、①労働時間の短縮に関する目標及び②実績、並びに③労働時間短縮に向けた取組状況を記載するとともに、
医療法第30条の19に基づく「医療勤務環境改善マネジメントシステム」として、各職種（特に医師）が参加して検討し、作
成した上で、医療機関内でPDCAサイクルが実効的に回る仕組みを構築し、毎年、自己評価を行うことが想定されています。



　【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】
　年度の取組実績
※案策定時点の前年度
令和 6 年度の取組目標
計画期間中の取組目標

　【追加的健康確保措置の実施】
令和 6 年度に向けた準備
令和 6 年度の取組目標
計画期間中の取組目標

（ 3 ）意識改革・啓発
　【管理者マネジメント研修】
前年度の取組実績
当年度の取組目標
計画期間中の取組目標

（ 4 ）策定プロセス
　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○。

2 ．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載）

　※　以下のカテゴリーごとに、最低 1 つの取組を記載。

（ 1 ）タスク・シフト／シェア
【看護師】

計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

【医師事務作業補助者】
計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

【薬剤師】
計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

【診療放射線技師】
計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

【臨床検査技師】
計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

◇ 衛生委員会を月 1 回開催
◇ 衛生委員会等で長時間労働の職員の対応状況の共有や対策等が検討

されている
◇健康診断を年 2 回実施
◇医師の健康診断の実施率を100％とする
　 （100％ではない場合に未受診の医師全員に受診を促す）
◇ 健康診断について、受診期間や場所等を受診しやすい環境に整える
◇ 連携B・B・C水準対象医師については、健康診断の結果による追

加検査や再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果を
フォローする体制の整備

◇ （面接指導実施医師が産業医ではない場合に）産業医に相談可能な
体制の構築

◇ 面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、
他職種のサポートが可能な体制の構築

◇ 国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参加する
◇ 診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を年 1 回開催し受講

を促す
◇ 各診療部門の長又はシフト管理者に対して、就業規則やシフト作成・

管理に関する研修を年 1 回開催し受講を促す
◇ 医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容（始業・退勤時

刻の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認、健康管理の重
要性等）に関する研修を年 1 回開催し受講を促す

◇ 医療機関が進める働き方改革の内容について医師に周知する仕組み
を整える

◇ 医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めてい
ること、それにより、外来やホームページ等の場面で影響があるこ
とについて、理解を求める旨の掲示を行う

◇ 各職種（医師、看護師、○○、○○）から各代表〇名が参画する勤
務環境改善委員会を〇ケ月に〇回開催し、この計画の案の検討を行
う

◇ 対象医師やタスク・シフト先となる職員等を集めた説明会を〇回開
催し、意見交換を実施する

◇ 本計画の案を医局の他、各職種の職場に掲示する

【看護師】◇特定行為（38行為21区分）の実施◇事前に取り決めた
プロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施◇救急外来にお
ける医師の事前の指示や事前に取り決めたプロトコールに基づく採
血・検査の実施◇血管造影・画像下治療（IVR）の介助◇注射、採血、
静脈路の確保等◇カテーテルの留置、抜去等◇診察前の情報収集

【助産師】◇院内助産◇助産師外来
【薬剤師】◇周術期の薬学的管理等◇病棟等における薬学的管理等 
◇事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量
の変更等◇薬物療法に関する説明等◇医師への処方提案等の処方支援

【診療放射線技師】◇撮影部位の確認、検査オーダーの代行入力等 
◇血管造影・画像下治療（IVR）における補助行為◇放射線検査等に
関する説明、同意書の受領◇放射線管理区域内での患者誘導

【臨床検査技師】◇心臓・血管カテーテル検査、治療における直接侵
襲を伴わない検査装置の操作◇病棟・外来における採血業務◇輸血に
関する定型的な事項や補足的な説明と同意書の受領◇生体材料標本、
特殊染色標本、免疫染色標本等の所見の報告書の作成

【臨床工学技士】◇人工心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤の
投与量の設定及び変更◇全身麻酔装置の操作◇各種手術等において術
者に器材や医療材料を手渡す行為◇生命維持管理装置を装着中の患者
の移送

【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】◇リハビリテーションに関
する各種書類の記載・説明・書類交付

【医師事務作業補助者・その他職種】◇診療録等の代行入力◇各種書
類の記載◇医師が診察をする前に、医療機関の定めた定型の問診票等
を用いて、診察する医師以外の者が患者の病歴や症状などを聴取する
業務◇日常的に行われる検査に関する定型的な説明、同意書の受領 
◇入院時のオリエンテーション◇院内での患者移送・誘導

◇ 令和 5 年度中に面接指導医師〇名について、必要な研修の受講を
終える

◇ 連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償休息確保を可
能とする勤務体制とし、対象医師への面接指導を漏れなく実施する

◇ 月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師への措置の実施



（ 2 ）医師の業務の見直し

計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

（ 3 ）その他の勤務環境改善

計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

（ 4 ）副業・兼業を行う医師の労働時間の管理

計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

※本項目は副業・兼業を行う医師がいない場合には記載不要。

（ 5 ）Ｃ－ 1 水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化

計画策定時点での取組実績
計画期間中の取組目標

◇ 診療科ごとの体制ではなく、交代で 1 日当直当たり 2 人体制とし、
宿日直しない診療科はオンコール体制とする

◇ 宿日直を担う医師の範囲の拡大
　 （短時間勤務医師や中堅以上医師の参画）
◇ 当直明けの勤務負担の軽減
◇ 外来の機能分化（紹介・逆紹介の活性化）
◇ 複数主治医制の導入
◇ 主治医チーム制の導入
◇ 病院総合医の配置
◇ カンファレンスの勤務時間内実施や所要時間の短縮
◇ 当直帯の申し送り時間帯を設定
◇ 病状説明の勤務時間内実施と患者・家族への周知徹底
◇ クリティカルパスの作成等による業務の標準化
◇ 研修医の学習環境の向上（経験の見える化による効果的な業務配分等）

◇ 音声入力システムを導入してカルテの一部を自動作成
◇ スマートフォン等からの電子カルテ閲覧及び入力システム導入
◇ Web会議システム、院内グループウェアの活用
◇ 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤怠管理システムの導入
◇ 医師が短時間勤務等を希望した場合に受け入れ、活用できる環境が

ある
◇ 子育て世代の医師が働きやすい環境を整備
　  （短時間勤務、時差出勤、変形労働時間制の導入、宿日直の免除等）
◇ 院内保育・病児保育・学童保育・介護サービスの整備や利用料補助等
◇地域の病院間での機能分化（救急の輪番制の導入等）
◇診療所の開所日・時間拡大による救急対応の分散
◇開業医による病院外来支援
◇病院診療所間の双方向の診療支援
◇介護・福祉の関係職種との連携等
◇ 患者相談窓口の設置（クレームを受けた場合のサポート体制の充実）

◇ 副業・兼業先への労働時間短縮の協力要請を行い、勤務シフトの調
整を行う

◇ 副業・兼業先の医療機関において、宿日直許可の取得を促す
◇ 円滑な引継ぎ等によりできる限り予定していた時間内での勤務とな

るよう配慮
◇ 派遣医師の変更の受入等の協力要請（長時間労働となっている場合）
◇副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画の作成

◇教育カンファレンスや回診の効率化
◇効果的な学習教材・機材の提供による学習環境の充実
◇ 個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成

　令和 4 年 7 月22日（金）に第 2 回医療機関に対する働き方改革セミナーを
開催し、多数のご参加をいただきました。

講演Ⅰ
　「医師、看護師等の宿日直許可基準について～申請から許可までの流れ～」
　　　講師　　愛知労働局労働基準部監督課　監察監督官　佐野　晃

講演Ⅱ
　「働き方改革と医業経営について」
　　　講師　　愛知県医療勤務環境改善支援センター
　　　　　　　医業経営アドバイザー　　　川本　一男

第 2回医療機関に対する働き方改革セミナーを開催しました
令和4年度


